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2　外来患者状況

(1)月別外来患者数 (人)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

初診

再診

初診

再診

精
神
科

歯
　
科

計

1日平均

第第３３章章 診診 療療

第第１１節節 外外 来来

外来の機能

当センターは、患者一人一人に対して適切な治療を提供し必要な治療を継続 すること、精神

疾患の再発の予防に努めること、生活障害の軽減及び の改善を促し地域生活の向上に努め

ることを目標に診療を行っている。また、県立の精神科病院の役割として、民間の精神科病院

では治療の難しい重症の患者、アルコール・薬物依存症患者、児童思春期の患者、措置入院・

応急入院などの精神科救急患者、医療観察法に基づく患者などに対して、入院・外来治療を行

うことを運営方針としている。

第１外来（一般成人外来）は、児童思春期及び精神科救急以外の中学校卒業以降の成人患者、

アルコール・薬物依存 症患者、医療観察法通院処遇決定者、退院後の経過観察が必要な患者等

に対して外来診療を提供している。依存症治療に関しては、個別の診療に加え 、対処技能や新

たな生き方を身につけるために集団療法を行っている。アルコール依存症に関しては外来ミー

ティング、薬物依存症に関しては依存症集団療法（ ）、家族の方に向けては家族教室を実

施している。また、セカンドオピニオン外来、ネット依存症外来のほか、依存症治療拠点機関

として、ギャンブル障害の診療やプログラムを行っている。さらに、ストーカー加害者に対す

る支援協力病院にも位置付けられ、受診前相談後に治療を要する患者の診療を行っている。

第２外来（児童思春期外来）は、小学生・中学生を対象とし、一般的な精神疾患に加え発達

障害の二次障害を主訴とする患者を受け入れている。患児が家庭から社会に適応していくため

の支援として、外来集団療法（外来グループ）を、発達障害の患児を持つ家族に対して家族教

室を実施している。また、 （注意欠如・多動症）の患児を持つ親に対して、ペアレントト

レーニングを実施している。

第３外来（精神科救急外来）は、埼玉県精神科救急医療体制整備事業の常時対応施設として、

措置診察、外来診療および緊急入院の受け入れを行っている。

初診は、原則として紹介・予約制で、主に療養援助部職員が電話にて受け付けている。また、

修正型電気けいれん療法については患者・家族と受診前相談を実施し、医師及び療養援助部職

員が受診前の患者の抱える問題を的確に把握するよう努めている。
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各外来の取り組み

（ ）第 外来

一般成人を対象とした通常の外来診療を行っている。依存症患者に対しては、一般的に治療

継続が難しいことから、「ようこそ外来」と称して、治療から脱落しないよう配慮した対応を

行っている。その他、通院患者が治療継続できるようにきめ細かな対応を心がけている。

また、医療観察法指定通院医療機関としての役割、依存症関連の集団プログラムや家族教室

の実施、ネット依存症外来、セカンドオピニオン外来を行っている。

○医療観察法指定通院医療機関としての役割

・運営会議：医療観察法外来通院運営会議として、毎月第 木曜日に医師・看護師・精神保

健福祉士・公認心理師・医事・経営担当職員で実施している。

・ケア会議：保護観察所が招集する個々の対象者に関するケア会議に参加し、対象者及び家

族や地域関係職員と処遇について協議している。

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 計 前 年 度

医 観 法 患 者 実 数 人

通 院 診 察 延 べ 人 数 人

模 擬 受 診 人

運 営 会 議 回

ケ ア 会 議 回

院 内 ケ ア 会 議 回

院 外 ケ ア 会 議 回

○依存症外来プログラム

＜外来アルコールミーティング＞

毎週木曜日の ～ 、依存症の外来通院患者を対象に、外来看護師が実施している。

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 計 前 年 度

回 数 回

参 加 者 数 人

＜依存症外来勉強会＞

依存症外来通院患者を対象に、依存症の基礎知識を身につけることを目的に医師、外来看護

師、依存症担当の療養援助部職員が実施していたが令和 年度から廃止した。

＜薬物依存症再発予防プログラム（ ）＞

毎週水曜日 ～ 、薬物依存症の外来通院患者を対象に、外来看護師、療養援助部職

員が依存症集団療法を実施している。

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 計 前 年 度

回 数 回

参 加 者 数 人
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＜ギャンブル障害プログラム＞

第 木曜日 ～ 、ギャンブル障害の外来通院患者と第 病棟入院患者を対象に外

来看護師、第 病棟看護師、療養援助部職員が実施している。

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 計 前 年 度

回 数 回 休

参 加 者 数 人 休

＜アルコール依存症家族教室＞

年に クール クール 回）火曜日 ～ 、アルコール依存症患者をもつ家族を対

象に、埼玉県立精神保健福祉センターと共催で第 病棟看護師と依存症担当の療養援助部職員

が実施している。

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 計 前 年 度

回 数 回

参 加 者 数 人

＜薬物依存症家族教室＞

年に クール（ クール 回）水曜日 ～ 、薬物依存症患者をもつ家族を対象に、

精神保健福祉センターと共催で第 病棟看護師と依存症担当の療養援助部職員が実施してい

る。

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 計 前 年 度

回 数 回

参 加 者 数 人

＜ネット依存症外来＞

成人のインターネット依存症者を対象に専門外来を行っている。家族のみの相談も行える

体制をとっている。

○セカンドオピニオン外来

他の医療機関で治療中の患者及び家族を対象に、当センター医師が標準医療の観点から意見

判断を提供し、治療の参考にしていただくことを目的に 行っている。利用は予約制で費用は全

額自費となる。

○修正型電気けいれん療法の受診前相談

他の医療機関からの紹介で修正型電気けいれん療法を希望される患者及び家族に対して、医

師及び療養援助部精神保健福祉士が受診前相談を行っている。

（ 件 ）

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 計 前 年 度
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（ ）第２外来

小学生・中学生を対象とした児童思春期患者の専門外来であり、一般成人の外来とは別に診

察室を設けて診療を行っている。

○プログラム

＜家族教室＞

第 外来通院中、または第 病棟入院中の患者の家族を対象に、 クール 回で年 クール

実施している。児童思春期病棟担当看護師、医師、療養援助部職員が担当している。

＜外来集団療法（外来グループ）＞

児童思春期外来通院中の患者を対象に、毎週火曜日 ～ 、木曜日 ～ 、

実施している。児童思春期病棟担当看護師、医師、療養援助部職員が担当している。

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 計 前 年 度

回 数 回

外 来 患 者 参 加 数 人

入 院 患 者 参 加 数 人

参 加 数 合 計 人

＜ペアレントトレーニング＞

第 外来に通院している、または第 病棟に入院している小学生の （注意欠如・多動

症 の患者の親を対象に クール 回で年 クール実施している。外来担当看護師、児童思春

期病棟担当看護師、医師、療養援助部職員が担当している。令和 年度は参加者の応募が少な

かったため、実施しなかった。

（ ）第３外来

埼玉県精神科救急医療体制整備事業の常時対応施設として、措置診察、緊急措置診察、夜間

休日の緊急入院を要する患者の診療 のほか、警察に拘留中の患者に対する診察も行っている。

（ 件 ）

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 計 前 年 度

措 置 診 察 （ 総 数 ）

措 置 一 次 診 察

措 置 二 次 診 察

緊 急 措 置 診 察

＊ 措置 診 察 の件 数 は 、 当 セン タ ー の受 診 者 数 に 含ま な い 。
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（2）診療依頼者別対応結果：第１外来(成人一般・依存症）
 （件）

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

（略語）　療養：療養援助部

前

　
年

　
度

外

来

診

療

一

次

診

察

二

次

診

察

緊

急

措

置

診

察

対

診

対

象

外

・

条

件

不

適

満

床

そ

の

他

断った 保

留

（

連

絡

待

ち

等

）

取

消

・

予

約

変

更

等

助

言

・

情

報

提

供

等

そ

の

他

合

　
　
　
　
計

他

機

関

紹

介

入

院

待

機

警　　察

消　　防

児童相談所

教育機関

医療機関

本人・家族

保健所・
本庁

精神保健福
祉センター

さいたま市

市町村
(福祉･保健)

合計

受

診

前

援

助

受

付

診療予約

その他

小　計
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（3）診療依頼者別対応結果:第2外来（児童思春期）
 （件）

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

医師

療養

（略語）　療養：療養援助部

児童相談所

教育機関

その他

小　計

合計

消　　防

対

診

対

象

外

・

条

件

不

適

満

床

そ

の

他

医療機関

本人・家族

保健所・
本庁

精神保健福
祉センター

さいたま市

市町村
(福祉･保健)

警　　察

前

　
年

　
度

受

診

前

援

助

受

付

診療予約 入

院

待

機

他

機

関

紹

介

断った

外

来

診

療

一

次

診

察

二

次

診

察

緊

急

措

置

診

察

保

留

（

連

絡

待

ち

等

）

取

消

・

予

約

変

更

等

助

言

・

情

報

提

供

等

そ

の

他

合

　
　
　
　
計
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（4）来所経路（初診患者） (人)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 前年度

医 療 機 関
精 神 科 病 院

医 療 機 関
精神科 診療所

医　療　機　関
（他　　科）

保 健 所

精 神 科 救 急
情 報 セ ン タ ー

警 察

救 急 隊

学 校 ・
教 育 機 関

児 童 相 談 所

紹 介 な し

そ の 他

合 計

*患者数には、初診入院患者を含むが、職員及び歯科受診者は含まない。
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（5）初診時診断名 （人）

計 前年度

－ 上記以外の症状性を含む器質性精神障害

てんかん

*集計値には、初診入院患者及び歯科患者、職員患者を含まない。

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

診　　　断　　　名

症状性を含む器質性精神障害

アルツハイマー病型認知症

血管性認知症

精神作用物質による精神及び行動の障害

アルコール使用による精神及び行動の障害

覚せい剤による精神及び行動の障害

アルコール、覚せい剤を除く精神作用物質使用による精神及び行動の障害

小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

その他

合　　　　　　計

気分（感情）障害

神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群

成人のパーソナリティ及び行動の障害

知的障害（精神遅滞）

心理的発達の障害

詳細不明の精神障害
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（6）時間外診療依頼者別対応結果
（件）

合 計

市町村(福祉･保健)

警 察

消 防

児 童 相 談 所

教 育 機 関

そ の 他

さ い た ま 市

取

消

・

予

約

変

更

等

助

言

・

情

報

提

供

等

そ

の

他

合

　
　
　
　
計

そ

の

他

医 療 機 関

本 人 ・ 家 族

保健所・本庁

精神科救急情報センター

断った 保

留

（

連

絡

待

ち

等

）

対

象

外

・

条

件

不

適

満

床

前

　
年

　
度

受

診

前

援

助

受

付

診療予約 入

院

待

機

他

機

関

紹

介

外

来

診

療

一

次

診

察

二

次

診

察

緊

急

措

置

診

察

対

診
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（7）時間外診療実績
（件）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 前年度

外来

入院

計

外来

入院

計

外来

入院

計

（8）時間外時間帯別診療実績
（件）

外来

入院

計

外来

入院

計

外来

入院

計

（9）時間外入院患者の入院形態
（件）

初
診

再
診

合
計

平日

準夜帯(17:15～22:00)

休日 平日

合 計再 診初 診

合 計

措 置 入 院

緊 急 措 置 入 院

応 急 入 院

医 療 保 護 入 院

任 意 入 院

初
診

再
診

合
計

そ の 他 の 入 院

深夜帯(22:00～8:30)

休日
計

日勤帯

休日
前年度




